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国立大学法人奈良教育大学再雇用教職員就業規則 

 

平成１６年４月１日 

制       定 

改正 平成１７年１１月３０日規則第５８号 

改正 平成１８年 ３月２４日規則第３４号 

改正 平成１８年１１月２４日規則第９６号 

改正 平成２１年 ３月２７日規則第２３号 

改正 平成２１年 ６月 ９日規則第３７号 

改正 平成２１年１１月２７日規則第６２号 

改正 平成２２年１２月２４日規則第５７号 

改正 平成２４年 ３月３０日規則第２７号 

改正 平成２４年 ５月３０日規則第３３号 

改正 平成２６年 ５月２３日規則第２８号 

改正 平成２６年１１月２８日規則第３０号 

改正 平成２７年 ３月２７日規則第２２号 

改正 平成２８年 ２月 １日規則第 ７号 

改正 平成２８年１１月２５日規則第４０号 

改正 平成２９年 １月２７日規則第 ７号 

改正 平成２９年 ９月２９日規則第２７号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人奈良教育大学教職員就業規則（平成１６年奈良教育大

学規則第４３号。以下「教職員就業規則」という。）第３条第３項の規定に基づき、定年

により退職した教職員の再雇用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 再雇用の対象となる教職員は、次の各号に掲げる者とする。 

一 定年退職した者 

二 前号に該当する者として再雇用されたことのある者 

三 奈良教育大学（以下「本学」という。）からの推薦により課長級の職員として登用さ

れ、本学以外の国立大学法人等を定年退職した者 

２ 前項にかかわらず、国立大学法人奈良教育大学教員の就業に関する規則（平成１６年

奈良教育大学規則第４４号）第２条第一号に定める大学教員は除く。 

（勤務の形態） 

第３条 再雇用される者（以下「再雇用教職員」という。）は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める者とする。 

一 フルタイム再雇用教職員 １日につき７時間４５分、かつ１週間の勤務時間が３８

時間４５分で再雇用される者をいう 

二 短時間再雇用教職員 １週間の勤務時間が１５時間３０分以上３１時間未満で再雇



 

2 

用される者をいう 

２ 前項第一号に掲げる者の職名は次表のとおりとする。 

 

職種 職名 

事務・技術職 特定係長、特定主任、特定一般職員 

技能・労務職 特定用務員、特定労務作業員、特定炊夫 

栄養士等 特定栄養士 

看護師等 特定看護師 

附属教員 特定教諭、特定養護教諭、特定栄養教諭 

 

（再雇用の方法） 

第４条 再雇用は、第２条に規定する対象者が引き続き再雇用を希望した場合であって、

教職員就業規則第２３条の規定のいずれにも該当しない場合に行う。 

（再雇用の期間） 

第５条 再雇用の期間は、一事業年度の範囲内において定める。 

（試用期間） 

第６条 再雇用教職員には、試用期間を設けないこととする。 

（再雇用期間の更新） 

第７条 第５条の期間、又はこの項の規定により更新された期間は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。 

２ 前項の更新は、更新直前の期間において勤務成績等を考慮して勤務の形態を決定する

ものとする。 

（再雇用の上限年齢） 

第８条 第５条及び第７条に定める期間の上限は、満６５歳に達する日以後における最初

の３月３１日までとする。 

（休暇） 

第９条 再雇用教職員の休暇は、教職員就業規則に準じて取り扱う。 

２ 前項の規定にかかわらず、短時間再雇用教職員の年次休暇の日数は、国立大学法人奈

良教育大学時間雇用教職員就業規則（平成１６年奈良教育大学規則第４６号。以下「時

間雇用教職員就業規則」という。）に準じて取り扱う。 

３ 定年退職に引続き再雇用教職員となった者の年次有給休暇は、当該退職時における未

使用の日数及び時間とする。 

（給与） 

第１０条 再雇用教職員の給与の種類は、俸給、俸給の調整額、安全衛生管理手当、地域

手当、通勤手当、単身赴任手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、教員特殊業務

手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、超過勤務手当、休日給、期末手当

及び勤勉手当とする。 

２ フルタイム再雇用教職員の俸給月額又は国立大学法人奈良教育大学教職員給与規則

（平成１６年奈良教育大学規則第４８号。以下「教職員給与規則」という。）を準用する
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場合の俸給表及び職務の級の適用については、職種に応じ次表のとおりとする。ただし、

適用される職務の級は、定年退職時における職務の級を上回らないものとする。 

 

職種 俸給月額 教職員給与規則を準用する場合の 

俸給表及び職務の級 

事務・技術職 ２１４,４００円 一般職俸給表（一）２級 

 ２５４,４００円 一般職俸給表（一）３級 

 ２７３,８００円 一般職俸給表（一）４級 

技能・労務職 ２２２,４００円 一般職俸給表（二）３級 

栄養士等 ２１４,５００円 医療職俸給表（一）２級 

看護師等 ２５４,６００円 医療職俸給表（二）２級 

附属教員 ２７０,３００円 教育職俸給表（二）２級 

 

３ 短時間再雇用教職員の俸給月額は、前項に定めるその者の属する職務の級に応じた俸

給月額に、その者の１週間当たりの労働時間を３８．７５で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

（諸手当） 

第１１条 前条第１項に定める再雇用教職員の諸手当は、次の各号に定める場合を除き、

教職員給与規則に準じて取り扱う。 

一 フルタイム再雇用教職員の義務教育等教員特別手当の月額は９，７００円とする。

ただし、短時間再雇用教職員の義務教育等教員特別手当の月額は、９，７００円にそ

の者の１週間当たりの労働時間を３８．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。 

二 前条第１項に規定する期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は、次表のとおり

とする。 

 ６月期 １２月期 

期末手当 ０．６５ ０．８０ 

勤勉手当 ０．４０ ０．４０ 

三 短時間再雇用教職員に対する超過勤務手当は、教職員給与規則第３２条に定める

教職員の例に準じて支給する。ただし、教職員就業規則の適用を受ける教職員の正

規の労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については、時間給と同額を

支給する。 

（懲戒） 

第１２条 教職員就業規則に定めるもののほか、再雇用教職員の国立大学奈良教育大学教

職員としての在職期間中の行為が、教職員就業規則第４３条の懲戒の事由に該当したと

きは、これに対して懲戒に処すことができる。 

（休職） 

第１３条 再雇用教職員には、教職員就業規則第１６条第１項第四号及び国立大学法人奈

良教育大学教職員休職規則（平成１６年奈良教育大学規則第５５号）第９条に規定する

派遣休職の規定は適用しない。 
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（退職手当の不支給） 

第１４条 再雇用教職員には退職手当を支給しない。 

（就業規則の準用） 

第１５条 再雇用教職員には、この規則の定めるもののほか、教職員就業規則を準用する。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年規則第５８号） 

この規則は、平成１７年１１月３０日から施行し、平成１７年１２月１日から適用する。 

附 則（平成１８年規則第３４号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年規則第９６号） 

１ この規則は、平成１８年１１月２４日から施行する。 

２ 第４条及び第７条に定める基準は、労使協定の定めるところによる。 

附 則（平成２１年規則第２３号） 

この規則は、平成２１年３月２７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年規則第３７号） 

１ この規則は、平成２１年６月９日から施行し、平成２１年６月１日から適用する。 

２ 平成２１年６月期の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率については、第１１条

第二号表中「０．７５」とあるのは「０．７０」と、「０．３５」とあるのは「０．３０」

と読み替えるものとする。 

附 則（平成２１年規則第６２号） 

１ この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。 

２ 平成２１年１２月期の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率については、第１１

条第二号表中「０．８５」とあるのは「０．８０」と、「０．３５」とあるのは「０．４

０」と読み替えるものとする。 

  附 則（平成２２年規則第５７号） 

１ この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

２ 平成２２年１２月期の勤勉手当の成績率については、第１１条第二号表中「０．３２

５」とあるのは「０．３」と読み替えるものとする。 

  附 則（平成２４年規則第２７号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２４年規則第３３号） 

１ この規則は、平成２４年５月３０日から施行する。 

２ 平成２４年６月１日から平成２６年３月３１日までの間においては、次に掲げる給与 

の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する 

額を減ずる。 

一 俸給月額 フルタイム再雇用教職員が受けるべき俸給月額に、１００分の４．７７

を乗じて得た額 

二 地域手当 フルタイム再雇用教職員の俸給月額に対する地域手当の月額に１００分
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の４．７７を乗じて得た額 

三 期末手当 フルタイム再雇用教職員が受けるべき期末手当の額に、１００分の９．

７７を乗じて得た額 

四 勤勉手当 フルタイム再雇用教職員が受けるべき勤勉手当の額に、１００分の９．

７７を乗じて得た額 

３ 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合におい 

て、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

附 則（平成２６年規則第２８号） 

この規則は、平成２６年５月２３日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年規則第３０号） 

１ この規則は、平成２６年１２月１日から施行する。 

２ 平成２６年１２月期の勤勉手当の成績率については、第１１条第二号表中「０．３５」

とあるのは「０．３６５」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２７年規則第２２号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受け、かつ１週間あたりの労働時間

が同一である再雇用教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給

月額に達しないこととなる者には、平成３０年３月３１日までの間、俸給月額のほか、

その差額に相当する額を俸給として支給する。 

附 則（平成２８年規則第 ７号） 

１ この規則は、平成２８年２月１日から施行し、平成２７年１１月１日から適用する。 

２ 平成２７年１２月期の勤勉手当の成績率については、第１１条第二号表中「０．３７

５」とあるのは「０．４」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２８年規則第４０号） 

１ この規則は、平成２８年１１月２５日に施行し、平成２８年１１月１日から適用する。 

２ 平成２８年１２月期の勤勉手当の成績率については、第１１条第二号表中「０．４０」

とあるのは「０．４２５」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２９年規則第７号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第２７号） 

この規則は、平成２９年９月２９日から施行する。 

 

  


